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ひとこと

　先進国では、すべての子どもと親（家庭）を対象として「ウェルフェア」（救貧

的・慈恵的前史をもつ事後的・補完的制度）から「ウェルビーイング」（人権の尊

重、自己実現）への理念転換、子どもの権利擁護サービスの制度化、在宅サービ

スメニューの整備、脱施設化、被虐待児や親に対するトリートメント・サービス

の整備などの動きがある。さらに、子どもの権利条約と国際家族年の理念を子ど

も家庭施策やソーシャルワーク実践にどう反映させるかも問われている。

　一方、戦後の日本の児童福祉行政は、保護者が子どもの養育の貴任を担い、問

題が発生してから事後的・補完的に行政処分のかたちで福祉サービスを提供する

「保護者か行政処分か」という2分法で対応してきた。児童福祉行政の現業機関

である児童相談所でも、極言すれば、「虐待を受けそうだ」と相談にきた子どもを

「虐待を受けてからおいでネ」と帰していた。今年児童福祉法制定50周年を迎えた日

本では、現行制度と新たに発生したニーズとの乖離が深刻な社会問題となっているe

　厚生省では、中央児童福祉審議会基本問題部会で児童家庭福祉制度の再構築を

図るための検討を行い、平成8年12月3日中間報告を行った。本年2月21日には

厚生大臣から中児審会長宛に児童福祉法等の一部改正についての諮問が行われ、

同月26日には「おおむね諮問案どおり了承する。また、児童の権利に関する条約

の理念を踏まえ、21世紀の少子高齢社会を担う子どもたちの健全育成を図るため

地域・社会全体で支援するという視点に立ちつつ、制度改正の実施には……十分

配慮されたい。（略）」という内容の答申が中児審会長から厚生大臣宛に行われた。

さらに、翌27日には社会保障制度審議会会長からの答申が厚生大臣宛に行われた。

3月11日には「少子化の進行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭と地域の子育て機

能の低下等児童及び家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、児童の福祉の増進を図

るため、市町村の措置による保育所入所を情報の提供に基づき保護者が保育所を

選択する仕組みに改め、要保護児童の施設の名称及び機能の見直し、並びに児童

家庭支援センターの創設による地域の相談援助体制の整備等のほか、所要の規定

の整備を行うものとすること。」を要旨とする「児童福祉法等の一部を改正する法

律案要綱」が閣議決定され、同日国会に提案、審議が開始された。

　本年4月からは、母子保健行政も新たな推進体制に移行した。今国会に提案さ

れた改正児童福祉法（案）は、来年4月施行をめざしている。身近な市区町村レ

ベルで保健とソーシャルワークの連携による子ども家庭サービス・システムの構

築と実施が急がれている。子どもの最善の利益を基調に関係者の一層の努力で新

たな子ども家庭福祉制度の再構築を急ぎたい。　　　　　編集委員長・高橋重宏



母子の福祉と保健の連携
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福祉と保健・医療の連携をめざして

　　　　　　　　　　　　　　　え　　とう　　　たかし

嫁蝉大学蹴辞研究科搬衛藤隆

　はじめに

　わが国においては昨今、人々の保健や福祉をめぐ

る状況に変化が認められ、現状に即して関連する法

令の改正や整備が進められつつある。これらを・一言

で語るのは簡単ではないが、人［の商齢化、少子化、

疾病構造の変化、保健サービスの個別対応等のキー

ワードによってその一部を説明できよう。地域保健

の総合的な見直しの観点で各種論議の後、平成6年

61．〕に第129回国会で「地域保健対策強化のための関

係法律の整備に関する法律」が可決され、保健所法

の廃止と地域保健法の新設、母子保健法の改正等、

地域の人々の健康に関する法体系に大幅な変更が加

えられることとなった。これらの中で、母子保健事

業に関しては、三歳児健康診査等の基本的事業のほ

とんどが住民に身近な1国町村の手によってサービス

が提供されることになり、3年間の準備IVJ聞を経て、

平成9年4月から実施に移されることになっている。

この法改jl三では、法律の条文の中に地域保健、地域

福祉、学校保健の連携の必要性について明確に記さ

れていることも大きな特徴である。（図｜、図2、表｜）

　縦割りの行政の壁を越えて、連携と調和を図るこ

との意味は何なのであろうか。本稿では1り子の福祉

と保健の述携の意味するところ、今後のあり方等に

ついて考えてみたい，，

1．わが国の母子保健の歩み（表2）

A．救貧対策から母子の健康の保護へ

わが国においては、明治時代には近代国家として

の基礎づ’くりに総力が注がれた。1り」治22年（1889年）

にはわが国最初の小児科学講座が東京帝国大学に設

置された。大｜E時代に人ると、工業生産が飛躍的に

増大したが、他方で工場労働者の健康問題、都市に

おける貧困家庭の母子の健康問題などが深刻化する

ようになった。この当時のわが国の乳児死亡率は川

生千対’150を越えていた、，東京、大阪、京都等の都市

で、救貧対策としてのN一子の健診事業などが行われ

た。昭和に人ると、「本邦乳幼児発育標巡…値」（栗山、

吉永、昭和5年）が発表されたり、小児保健研究会

（昭和8年）が設立されるなど、学術的基盤も築か

れはじめた。昭和11年には愛育会にて愛育班活動と

いう地域における’r育て経験者をtFt心とするボラン

ティア活動が開始され、翌12年には保健所法が公布

され、母子保護法が制定された。14年には今111の乳

幼児健康診査の原形となる乳幼児一’斉健康診査が開

始された。しかし、時代は次第に戦争・へと突入し、

1｝t．H呆健分野においてもその影響を濃厚に受けた。

　B．公衆衛生行政としての母子保健の時代

　敗戦後は1［｝領軍の指導のもと、米国から公衆衛生

の概念が導人され、1母子保健政策も一変した。戦前

の昭相17年からあった妊産婦乎帳は母子手帳に変わ

り、母子の一貝した健康記録としての意義づけがな

された。これは、その後何度か改訂され、現在の母

子健康手帳につながっている。昭和22年、厚生省に

児童家庭局が設播され、そこに1∪子衛生課（現在の

R；子保健課〉が設けられたe児竜福祉法、保健所法、

予防接種法等の基本C］（J公衆衛生法規が整備された（昭
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和22～23年）。戦中戦後の食織事情の悪さは、子ども

たちの体格の低下をもたらしたが、昭和25年頃より

再び休位の向上が毎年認められるようになった。戦

後しばらくは、栄養失調、急性感染症、結核等が小

児の健康を脅かす主要な要因であった。昭和36年、

三歳児健康診査が開始され、幼児期の健診の要とし

ての役割を果した。この年、猛威をふるっていたポ

リオ制圧のため生ワクチンの経口接極が開始され、

大きな成果をあげるきっかけとなった．昭和40年に

母子保健法が公布され、わが国のtV一子保健対策基盤

が確立した。その後は、母子の健診体制の整備、乳

児健診の公費負担制度、各種疾病対策、先天性代謝

異常症のマススクリーニング、B型肝炎母子感染防

止事業等、きめ細かな母子保健対策が実施された。

他方、周産期医療、新生児医療の進歩も日覚ましく、

乳児の健康状態の国家レベルでの指標である乳児死

亡率は低下しつづけ、昭和63年（1988年）には出生

千対5を割り、世界でも最低レベルに達した。

　C．母子保健の新たな時代へ

　現在の母子保健の課題としては、少子化に対応し

た「健やかに生み、育てられる環境作り」、「養育体

験不足に起因する親の育児不安への支援」、「心身の

健康づくり」、「小児期からの生活習慣病の予防」等

多彩である。上述のごとく地域保健対策の抜本的見

直しが行われ、母子保健法が改正され、従来都道駒二

県が担当していた母子保健事業の大半が平成9年度

より住民によt）身近な市町村に移譲されることとな

った。これらには、妊産婦や乳幼児の健康診査、妊

婦・新生児訪問指導等が含まれ、都道府県の保健所

に残される機能としては未熟児に関する保健サービ

ス、養育医療、育成医療、小児慢性特定疾思治療研

究事業’等比較的専門的な事業の一部のみとなる．、こ

のように、母子保健は新たな段階に達し、地方の時

代になったともいえるであろう。

2．母子保健施策の理念

以上のようなわが国における・母子保健の歩みを見

｜ll！界のve　m．とIUVti

てみると、現在の国民の櫛かれた状況と今後の方向

性を考慮し、今後の母子保健はどのような理念に基

づくべきであるかが問題となる。

　A．子育て支援の中心的役割

　戦後のわが国にて輝かしい展開を見せてきた母子

保健施策の基本の柱は、保健指導、健康診査、医療

援護であった。取り組みの姿勢としては二次予防的、

すなわち疾病・異常の早期発見と早期対応であった。

栄養不良、発育不良、感染症等が主要な健康問題と

なっている社会の状況では、極めて適切な方針であ

ったといえる。きめ細かな健康診査の体制により、

乳幼児期から心身の発育発達についてスクリーニン

グ検査が実施され、すくい上げられた異常に対して

は適切な保健指導がなされ、医療機関等における精

密検査が勧められる仕組みが発達した。健康診査の

スクリーニングとしての機能は今後とも必須なもの

である。しかるに、時代の変化とともに現実の健康

診査の場面は、疾病・異常の早期発見以外の機能、

すなわち育児についての相談・支援、子の親同士の

交流による育児機能の強化等の重みが次第に増して

きている。子育てをしている親自身の仙値観も変化

し、健康診査や専門家に対するニーズも変化してき

ている。例えば、思春期男女へ親になること（parent・

hood）へのふれあい体験学習等を通じた支援、子ど

もの生活環境の開発や健全な心の育成、子育てを行

う両親への支援等である。これらに共通するのは、

子どもを産み育てる環境の整備ということであ「J、

そのような環境を実現すべく行う支援が施策の中心

的課題となる。

　B．疾病指向型から健康指向型へ

　従米、母子保健施策における健康診査の1－iF．　it艮は二

次予防、すなわち疾病や異常の早期発見・早期対’1芯

にあったことはすでに述べた通りである。疾病構造

の変化や人々の生活状況、価値観の変化等は、今後

の世の中におけるより豊かな生活を指向させ、母子

保健の目的にも変化を生じせしめた。淡病の予防の

みならず、より積極的な健康レベルの獲得、言い換
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えるなら、体力、生活能力、豊かな心、さらには幸

福感の実感等を包含する内容をもったものとしてと

らえることを提起していると考えられる。健康のレ

ベルは個人個人によってさまざまであり、その人な

りの健康という意味あいで個別に維持と増進が考え

られるべき時代にきている。このことは、たとえ障

害を有する状態でも、その人のもつ力を発揮するこ

とにより生活の質を満足のゆくレベルにまで高める

ことを健康ととらえることをも提起している。周囲

の人々や組織は、そのための条件整備に手を貸し、

白立のための支援をすることが求められており、そ

のことが21世紀の社会を築くうえで重要な条件とな

っている。

　今後の母子保健施策においては、住民の生活の実

態を把握し、人々の生活全体を見直す等ヘルスプロ

モーションの考えに則って、生涯を見通した健康づ

くりを支援する等、疾病指向型から健康指向型の施

策に転換を図ることがポイントであると思われる。

これらには母性の健康、子どもの健全育成をも包含

し、これらの実現のための生活環境の向．ヒをも視野

に入れた総合的施策である必要がある。

　C．福祉・教育との連携

　人々の暮らす杜会の状況が高齢化、少子化等の傾

向が強まり、家族の形態も核家族化傾向が強まって

きている。このような状況下での人々のニーズは、

保健、医療、福祉等の広い領域にまたがる総合的な

ものになりつつある。

　歴史的には、福祉は恵まれない（ある程度特定の）

人々の救済措置としての泊：昧をもったが、老人保健

の展開の過程で福祉とのかかわりが拡大し、今や老

人保健・福祉は一体のものとしてとらえられること

が多くなった。ある意味で、特定のだれかではなく、

地域の住民全体の生活の向上を図ることや住民全体

のニーズへの対1芯を考慮に入れたサービス活動が求

められているともいえる。

　母子保健の分野においても、児童福祉との連携が

強調され、個々の住民への総合的なサービスが提供

4

されることが求められているといえる。

　生活習慣の積み重ねが将来の個人の健康状態に大

きなかかわりをもつことが明らかにされ、生涯を通

じた健康づくりが、学校保健の大きなテーマとなっ

ている。このような観点で、母子保健あるいは地域

保健と学校保健の地道な交流等の連携の重要さが指

摘されている。改正された母子保健法では学校保健

との連携についても明記している。

　このように多方而にわたる施策やサービスを効率

よく住民に提供するため、保健・医療・福祉および

教育関係者の連携が大変重要である。

　3．児童家庭施策の基本理念

　児童や家庭を取り巻く環境の変化や国際的動向を

踏まえ、21世紀をにらんだ児童家庭施策のあり方に

関する検討が厚生省児童家庭局長の研究会「たくま

しい子ども・明るい家庭・活力とやさしさに満ちた

た地域社会をめざす21プラン研究会」（略称「子ども

の未来21フ゜ラン研究会」）のもとで平成4年10月から

行われ、平成5年7月宋に局長あてに報告書が提出

された。そのなかで、今後の児童家庭施策の基本理

念が示されたので、各項目毎に紹介しながら考えて

みたい。

　A．児童家庭施策の普遍化

　児童福祉法第一条は「すべての国民は、児童が心

身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努

めなければならない。」と定めている。

　従来の「児童福祉」は、要保護児童、母子家庭等

に対する対策を中心に出発した経緯もあって、主と

して家庭の養育機能を代替する二次的な施策を中心

として実施されてきた。

　しかし、今日では一般の児童、家庭においても種々

の問題を抱えるようになってきているので、「今後の

児童家庭施策は、従米のように特定の児童・家庭の

みを対象とするのではなく、すべての子どもの健全

育成を対象とすると同時に、子どもの生活の基盤で

ある家庭やそれを取り巻く地域社会をも視野に入れ



て対応していく必要がある。」としている。これは、

従来の児童福祉の概念の再検討を求めていると同時

に、家庭の機能に新たな希望をこめた児童家庭福祉

という方向への施策の展開を目指していると受け取

れる。

　B．子育てに関する家庭と社会のパートナーシップ

　兇童福祉法第二条においては「国及び地方公共団

体は、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負

う。」と規定されている。

　従米、児童の養育は専ら家庭の責任であるとされ、

家庭の養育機能が欠けた場合にはじめて事後的に責

任を負う形で対応がとられてきた。

　しかし、子どもが将来の杜会を担う存在であるこ

とや家庭や地域社会における育児機能の低下などを

考えると、子育てに関しては、保護者（家庭）を中

心としつつも、家庭のみにまかせることなく、国や

地方自治体をはじめとする社会全体で責任をもって

支援していくことが必要であるという認識が生じた。

これを言い換えると、標題にあげた「子育てに関する

家庭と社会のパートナーシップ」ということになる。

　C．権利主体としての子どもの位置づけ

　「児童の権利に関する条約」は、子どもの保護に

関する親、国、地方自治休および社会の共同責任と

ともに、「権利行使の主休としての子ども」という視

点を打ち出している。

　「児童家庭施策を推進し、個別の援助を進めるに

当たっては、最大限、子どもの意見も反映する努力

が必要であり、さらに、自己の意見を表明する力の

弱い子どもたちについても、そのニーズに添つた「児

童の最善の利益」にかなうサービス提供がなされる

体制を整備すべきである。」としている。

　また、「子どもの「健全育成』を図っていくに当た

っては、子どもを一定の方向に巡いていくという側

面のみを強調するのではなく、子どもが生まれなが

ら有している成長、発達の可能性を最大限発揮でき

るように支援していくという視点が重要である。」と

いう点も補足している。

｜1卜界ク）児扇とi・Tiヤト

　D，家庭・地域社会を基盤とする多様かつ総合的

　　な施策の推進

　「児童家庭施策の対象が、すべての子ども、家庭、

地域社会に拡大していく中で、可能な限リ子どもが

生まれ育ち生活する基本的な場である家庭・地域杜

会において育成されるよう、必要な施策を予防促進

的に展開していくことが求められる。

　また、子どもや家庭に関する支援策の内容や提供

形態は、「最低限の画一的サービスAのみから『商品

質の多次元的サービス』へと広がりをもたせること

が必要である。つまリ、特定の価値観や家庭像を前

提として「サービスに子どもや家庭を合わせる」の

ではなく、多様な子育ての姿を認めた上で、『子ども

や家庭のニーズに合わせる』ことが求められている

といえる、

　さらに、児童家庭施策は、従来の枠組みを広げ、

教育、労働、住宅等他分野の施策との連携を強化す

るとともに、その実施体制は、老人、身体障害者に

かかる施策との整合性も勘案しつつ、住民に最も身

近な地域（制1r］’村）を基盤として総合的・計両的な

推進が図られるようにしていくことが必要であるe」

としている。

　4．母子の保健と福祉の連携

　以上により、it）子保健、児童福祉それぞれに対’象

となる国民の生活や健康の状況の変化、社会背景の

変化に伴い、従米の枠組みでとらえることが困難な

状況となってきたこと、そして、新たな時代に向け

ての方向性としては双方に共通性が認められること

等が見えてきた。すなわち、母子保健も福祉もいず

れも、①最低限のレベル保障の段階からより質の高

いサービXの提供の段階に入ったこと、②家庭の機

能を重祝すべきこと、③家庭・地域との連携が重要

であること、④住民の個別の；一ズに対応したきめ

細かなサービスが求められていること、といった祝

点で今後の行政施策を考えていることが注目される。

住民サイドから見ると、保健とW‘’i祉のサービスの境
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界がはっきりしなくなってきたという側面もある。

このような状況を考えると、実際に各サイドでサー

ビス活動を展開する場合にどうしても連携・協調せ

ざるを得ないのではないかということは自ずと理解

できることである。

　それでは、連携の内容としてはどのようなことを

考えておけばよいのであろうか。基本的には互いに

他のセクション（保健は福祉、福祉は保健の各担当）

の業務について理解をしておくことである。将来的

には業務の上で整理統合できる部分は行政事務とし

て淘汰されることもあろう。もう一つ：重要なことは、

双方の担当者同士の顔がつながっていることである。

互いに顔見知りで、気軽に声をかけ合える関係がで

きていることであるvさらに、住民側からの保健福祉

サービスについての受け乎としての意見がフィード

バックされる機構がうまく作用することも∫R要であ

る。そして、住民の声を元にサービスのあり方につ

いて柔軟に対応する工夫が図られることや改革につ

ながる提案が行われるような仕組みも必要であろう。

図1．母子保健事業の市町村への一元化

　　　　　　　　　　　　　　◎一元化の理由

　おわりに

　平成9年度からの．母子保健事業の市町村：委譲に伴

い、対人保健サービスのほとんどと福祉サービスの

実施主体は市町村に一元化されることになる。各自

治体の事情により、その展開の仕方にはいろいろな

バリエーションがあることであろう。連携といって

もそれほど簡単に実行できることではないというこ

ともまた真実の一而かもしれない。個々の地域での

実践を積み一．ヒげ、事例集のようなものを持ち寄り学

習することも有用かもしれない。2～3年後に改め

て保健と福祉について検討するともう少し具体的な

問題点が明確になることかと思われる。地方の時代

がどのような母子保健・福祉行政の創生を生むのか、

期待しながら見守りたいと思う。

＊参考文献
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　保健事塗団ト東京、1996
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③都道府県（保健所）．市町村の役W］分祖の明確化
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都道府県（保健所）

◆腿康診．査

　①3歳児②妊産婦③乳幼児
◆訪ll肘旨導

　①妊産婦　②新’1三児　③未熟児

◆養育吹療（未熟児の人院医療費の給付）

◆陳：、！r児の療育指導〔児IW福祉法）

　　　　　　　　都道府県（保健所〉

◆技術的・広域的機能の強化

　①市町村職貝の研修・技術的tR助

　②市町村柑h：聞の」虫緬凋整

　③地域の健康問題に閑する調査づ）『究

　④小ntlSl・，liHl『村への人材確保支援、ll・画の策定

◆専門的母．’r・保側匡サーピス

　ア．未熟児訪問指導

　イ．　養育1ウミfX

　ウ，障’llF児の療W指導（児b耐1辞［1：法第19条）

　工，慢性疲患児の保健指導（児竜WI｛祉法第］9条に追加｝

◆1｝歩子健康予帳の交付

市町村

i◆1歳6カ）］vePt康診fi
i　（操，｝1．m．）

改

正

後

（注｝　ド線は．実施］1体が都道府邸からdliPtr村になる那※

　

’

」
，
×

市町村

◆基本的．母∫イ米健サーピス

　ア，Ill・・．r健康罫帳の交付

　イ，俄1挺、診査．

　①妊産婦　②乳幼児　③3歳児
⑭）1歳6　ヵ）1児　（法膓ヒずヒ）

ウ．訪問指膵

①妊産婦　②新生児

〃小の指標　臨時増1’‘1「国民のh，S・“11／の劫lllj」（第43巻第12号　lq，　g．　fftF，）（こよる
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世界の児卍と躍性

図2．母子保健行政の新たな推進体制

母

F
保
郁
対
策
の
基
盤
整
嚇

学校保鍵、児貴柵祉に関連する対策

連携〔曝r・保健法第8条の3）　　連携（母子保趣法第8条の3）

騨紘撒紘。醐．技術的援w・
　　　　　　　　　　　　　　＜
基撫的母子1呆健サーピスの寅施．

＝繍㍑業綱問指

専門的母子保健サービスの実施

〔sli町村保健センター等の整備、保健婦等の人材の確傑、養成母r保健地域紺織の育成〕

　国及び都道府県

療　施　設　の　幣
（母了・保健法第20条の2）

　査　　　　　研

（母子保腿法第20条の3）

帽生、乳幼児の健康の保持増進

表1　母子保健法

　　　　第八条の三

（連携及び調和の確保）

都道府県及びll∫町村

は、この法律に基づく

母子保側に関する事業

の実施に当たっては、

学‘校イ呆健言去　（∬召ネ日3341三

法律第56号）、児蔽福祉

法その他の法令に基づ

く母性及び児童の保健

及び福祉に関する事業

との迎携及び澗和の確

保に努めなければなら

ない。

厚生省児童家庭局Oh㌧保鯉堺臨修　わが1］；1の母f’保健一’杓茂8年一　母．r保健’1楼トt1、1996　による

表2．主な母子保健施策　　（年次別）　　　　　　　　　WI切指es臨時柳1「1｛恨の．maltの脚胸パ妬3巻朔2‘｝IDgGSF）による

大正5年（正916） 保跳術生珊査会1没；礎 49　（1974） 小児慢性特定疾患治療面f究‘1喋

昭和9｛F（193の 思賜財団ぼr愛育会1没1’r、愛育班活動 50　（1975） ｜サ丁保健・鍵全育成住民会」義

12　（1937） 保健所における妊産婦と字L幼児の保健指導実 52　（197η 1蔵6ヵ月児健康診査、先天性代謝異常のマ
施（保健所法）、母r保護法 ス・スクリーニングの実施、家蜘］卜画特別相

13　（1938） 杜会．1礎法 談（遺伝相疏｝事業への肋成、1｝き．子保健指導

15　（1940） 乳幼児の健康診査や保健指導の全国実施〔国 ↑ド業の削波と市町村｛｝杜保俄指塘1逮のメニ

民体ノ」法）
ユー
化

17　（1942） 妊産婦丁・岨制度の創涙 54　（1979） 総合1ザr保健センター幣備、新生児に対する

22　（1947｝ 厚生省に児1†i：局斬i没、児lfi：1・・｝に企II‘「II～果・養趨 クレチン↓IUマス・スクリーニング、妊婦健康

∬い母了・衛生課をiFこく、児17こ祈祉法公布 診査内容の充実

23　（】948） 児柑～1｛祉法施行、妊派婦・乳幼児の保健指導、 55　（198⑳ 1｝↑．．rの緊急医療の充実、先犬性代謝異常症に

助r衛生対策要糊 対する‡芋殊ミルク共1司安企1瑚発事業

26　（195D 身体帥害児の療育指導 59　（1984） 周産期医療施1没整蜥．’1＄業、健余肚刊…育成’1喋、

29　（1954） 育成医療 神経．芽細胞腕マス・スクIJ一ニング

33　（1958） 未熟児獲育医療と保健指導、1｝㍑・健康センタ 60　（1985） B型｝ll二炎母r感染防ll二：1渓

一 の1設澱 62　（1987） 1歳6ヵ）1児梢密側り承ll参在

36　（196n 新生児1捌ll］指導、3歳り己鯉康診査
63　（1988） 先天性代謝異常マス・スクリーニングの拡充

39　（1964｝ 妊娠中1樹」ii医療援∬1比保俄指導、児’料Iliから
（先対1…刷料過形成症〕

40　〔1965）

41　（1966）

43　〔1968）

44　（1969）

児）†亡家庭）、，｝に改組

1｝ll．r保健法公布、母∫栄養強化対策

ll仔保健法施行

ll社保健推逃員舳隻、先対li内臓障宵を育成

医療の対象に拡大、41：，1歪婦斬尿病1クミ療援助と

．保健指導、先大性代謝異常i矢療援助

妊産婦健康診査の公費負担制度．芋L幼児の制

密健康冶杏制度

乎成元年（1989｝

　　2　uggo）

　　3　（］991）

思佃明クリニック‘1衆

3歳児健康診査の充実〔視聴覚検査｝、地域恨

r・保側i特別モデル・F∬菜■）実施、11婦等を対象

とした保健祈祉教室の開催

思春期における保他・W祉体験学習事菜、乳
幼児健全発途支援相1脚1‘業、周産期救急シス

テムの整附1充実（ドクターカーの整備｝

45　（1970 妊hい乳幼児健康診査の拡充、母r保他推進 4　（1992｝ 川産liil小児保健指導　（フ．レネイタル・ピジ．ソ

会議〔民川団休）の1没1続
ト｝‘∬業、病児デイケアパイロット’1‘業

46　（1971） 心身障書の’ε生r防に1則する総合研究、小児 6　（1994） 病後児デイサーピスモデル事裳、小児慢性特

がん治療研究（医療Wの公W負担）、埠r・保鯉
定吹患児．r帳の交f・［’，1‘業

体操のw及指導 7　（1995） エンゼルプ．ラン（緊急保育対策等5ヵ年1ド粟）、

47　U972｝ 慢性腎炎・ネフローゼ治療研究、小児ぜんそ rどもにやさしい笹トづくり事業　（派後ケァを

く治療研究、育成医旅に後大性心疾想及び腎 含む）

イミ全の取り人れ、pCB・農薬によるll岬し汚 8　（1996） 周1駈期医僚対策（システム、運営W）、乳幼児

染疫学凋査研究 発遠相1紺旨導．ll‘業、生涯を通じた友性の健康

48　（1973） 孔児健康、1参査の公W負jl1制度、妊婦乳児の健 支援事※、』1；道府｛ll母r’保健1釆療システム整

康診査の所得制眼撒∫亮、肚了・保彫地秘詐ll織怜茂 備
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：　　・＝；c　・裂　◎・．芸　男際

アジア諸国の母子保健
特

福祉と保健・医療の違携をめざして

量李繍家灘豊究所（1日・＝愛育一描核

　はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　率（以下、U5MR－Under－　5　Motality　Rate一と

　ここ20年の閲、海外からのお客様と会う機会が多　　略）を重視している。

くなった。築者のみならず海外研修生を受け入れた　　　U5MRを用いる理由の第1は、　U5MRは豊か

り、観光のためにアジアの国々を訪れた経験をお持　　な少数者の存在に大きく影響されないこと。例えば、

ちの本誌読者も多いであろう。そこで見たり、聴い　　1人当たり国民総生産のように平均の落とし穴に陥

たりした事柄は、国や場所によって、あるいは．｜ll：代　　る危険がない（貧符の差が大きいことも開発途上国

によって、さまざまな印象や感想を抱くようになるu　　の特色である）。第2に、子どもを取り巻く環境の全

ある人は貧しいと、ある人は戦後のn本と似ている　　休としての安全性など（例えば、母親の栄養状態、

と、そしてある人は笑顔がすばらしい等など。　　　　予防接種率、母子保健サービスの有無、家族の所得、

　ところで、筑者は必ずしもアジアの母子保健に精　　安全な水など）の多様なインプットがもたらす結果

通しているわけではない。1989年から6年聞、アジ　　を示すものであること。第3に、開発過程の最終的

ア5ヵ国の医師（行政官）を対象にした母子保健の　　結果を示す点である。

国際研修に従事した経験と、NGOや調査研究のメ　　　これに対して乳児死亡率は、1歳までの乳児の生

ンバーとして、それもごく短期間で途上匝1を訪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図1．5歳未満児死亡率と乳児死亡率（1995）
問した経験があるだけである。その外は、国際　　：sao　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Iso

協力事業団（JICA）を始めとする海外から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160
の研修生や、国際協力から帰国した友人たちな　　250

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140
どから得た情報である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120

Lアジア諸国・母襯　　1訓　　　　づ
（D畷の願一5歳未満児死亡率（U・MR）－1　　　　　　　　　“n妄
　図1は、アジアの国々の5歳未満児の死亡率率100　　　　　　　　　　　　　　　flo

（出生1000人当たりの5歳になるまでに死亡す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（｝

る数）と乳児死亡率を示したものである。順位　　EO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
は左から5歳未満児死亡率の高い順に並べられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
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存と母体の健康状態、家庭の養育条件などの影響と

でみる限りにおいては有効であるが、栄養状態や安

全な水の確保が不十分な途上国では、下痢や伝染病

などで死亡する確率が1歳以降でも極めて高いため

である。

　図1でわかるように、アフガニスタンをはじめ、

カンボジア、パキスタンなど、現在あるいはつい最

近まで、内戦や他国との戦争をしていた国々が多い。

また、争いのない国であっても国の社会資本整備が

不十分なため、指標改善のスピードが非常に緩慢で

ある。

　②児童の死亡原因

　子どもの健康問題は、①下痢、②マラリヤ、③急

性1呼吸器疾患、④栄養不足などである。この他問題

になっている疾患に、ヨード不足による甲状腺腫の

罹患などが内陸部の国や農村部で問題となっている。

これらの健渥矧用題は、先進コニ業国では予防・治療対

策が確立されている疾病であリ、商度な医療施設や

技術を要しない。むしろ十分な栄養と安全な水が確

保されているだけで、多くの子どもの命が救える疾

病が多い。しかし、現実には政治基盤の不安定さや、

国家予算の軍事費の占める割合が高いなど、保健・

衛生施設や教育施設などの社会資本整備が遅れてい

る。加えて開発は都市中心になり、圧倒的多数が住

んでいる農村部の開発までは手が回らない、という

のが多くの途上国が抱える問題である。

　①栄養

　子どもの死亡率に比べ、栄養に関する統計は十分

ではない。1990年から1996年までの統計では、統計

のある国のうち、パキスタンの0～3ヵ月の乳児で

母乳の割合はわずか16％、6～9ヵ月の乳児では母

乳と補助食品によって栄養をとっている湖合は31％、

しかも20～23ヵ月でも母乳を継続している割合は56

％となっている。同様に、フィリピンを例にみると、

各々33％、52％、18％と同じ途上国でも大きな差が

ある。このことは、母親も子どもも十分な栄養確保

の困難性を示しているといえよう。母乳によって育

llヒ界の児“と1り樽．

図2．安全な水を入手できる比率（1990～1996）
　〔％）
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てられた子どもでも、生後数ヵ月程度は身長、体重

の発育曲線が先進国と同様な上昇をみるが、次第に

発育曲線は横ばい状態になり、発育格差が広がって

くることが知られている。

　②安全な水

　開発途上国の子どもたちの多くは、人間の基本的

生命維持に必要な安全な水さえも手にいれることが

できない。このため、コレラ、赤痢、腸チフス、パ

ラチフスなどの水系消化器系伝染病や、寄生虫に侵

される危険性が極めて高い。

　図2は安全な水を入手できる人の割合を示したも

のである。内戦の続くアフガニスタンは全国平均で

12％、カンボジアは36％である。しかも、これは平

均であって農村部では都市部と比較するとさらに低

くなる。

　筆者は、数年前NGOのメンバーとしてインドネ

シアの農村を訪問したとき、変わった風景を目にし

た。梯子が土乎から川（実際はため池〉の11．iまでか

かっているのである。それも川への階段がないのな

ら分かるのだが、実は立派な階段があって、そこで

はVx’blkが洗濯をしている。現地に言帯イ1：した経験をも

つ友人の説明では、その梯子は用足し（トイレ）に

使うのだと言う。その地域は海に近いため、浅い井

9



戸では海水が湧き出る。従って、井戸は相当深く掘

らないと安全な水を得ることができない。村人の多

くはペットボトルの水を購入するか、金持ちの井戸

から分けてもらうしかなく、そのため、白く濁った

道路の前のため池で洗濯や行水（家には瓜呂がない）

はもとより、トイレとしても使用しているのだ、と

説明を受けた。それも乾季になれば渇水するという。

　多くの途上国では、水を汲む仕事は女性や子ども

の仕事である。しかも井戸のあるところまでは何十

分も何時間もかかるのが普通なのである。

　1980年代にユニセフは、子どもの生命を救うため、

発達観察、母乳育児、予防接種、経口補水塩（Oral

Rehydration　Salt，　O　R　S）を強力に推進することを

提唱（子どもの成長と発達革命）した。特に5歳未

満児の子どもの下痢の治療方法としてORSの普及

にも力を入れている。塩またはそれに替わる溶液の

入ったORSは、脱水症状を起こしている子どもが

失った塩分と体液を補給できる効果があり、1袋12

円程度で入手できる。

　③感染症

　アジアの開発途上国の国々では、日本ではわずか

な発症しかみられない破傷風などの多くの感染症に

図3．1歳児の予防接種率（1992－－1995）
〔％）
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よって死亡する子どもが多い。

　図3は各岡の1歳児の予防接種を受けた比率を示

したものである。アフガニスタンでは結核が3人に

1人、3種混合が3人に2人、今世紀中に地球上か

ら撲滅しようとしているポリオでさえも2人に1人

程度である。

　③女性の健康

　途上国の女性がおかれている条件は、非常に厳し

い。かつての日本のように男性に依存せざるを得な

い状況にある。さらに、国によっては宗教や憤習上

の制約も受ける。

　結婚年齢の低さからくる若年妊娠、多産や望まな

い妊娠、あるいは重労働や栄養不足からくる貧」∬L、

早産、妊産婦死亡、乳児死亡などの女性をめぐる問

題は、単一的、対症療法的な方法では解消しえない。

子どもの数や乳児死亡の多さを指摘して、「死ぬから

生むのか、生むから死ぬのか」ということが言われ

るが、単に家族計画や母子保健サービスのみを注目

するのではなく、女性のおかれた環境や条件の全体

を考えたうえで進めなければ効率的援助や開発とは

なり得ない。

　このため、国連では「女性の自立」に焦点を当て、

母子保健、家族計画、識字、経済的自立（男性から

の）、社会的地位の向上・発言権の確保などを推進し

ている。

　2．途上国の児童・母性を取り巻く課題

　途上国の子どもや女性を取り巻く環境は、複雑な

要因が絡み合っている。健劇用題は、かってのEI本

と同様に無知一・貧閤一・病気の図式が成立する。さら

にこれに性差（ジェンダー）が影響を与えてい6，、

　（D貧困

　貧困対策には、雇用の拡大が必要である。しかし、

多くの国々は自然への依存度が商いため、干ばつ、

洪水などの影響を受けやすい。また、地主制度が現

存したり、制度がなくとも家族グ）病気のために農地

を売り、結果として小作人にならざるを得ないケー



スも少なくない。このため女性や子どもも都市へ働

きに出されたり、売られることさえある。加えて、

水害、干ばつなどの打撃を受ければ、農村から都市

へと人口が流出し、これがスラムやストリートチル

ドレンを生むことになる、，

　（2）疾病

　高度医療よりも後述する基本的な保健活動（プラ

イマリ・ヘルス・ケア）が必要である。

　多くの途一ヒ国の疾病は、高度な教育を受けた専門

家による治療を要する疾病よりも、短期問の教育を

受けたヘルスワーカーによる初期手当で治癒する疾

病が多い、と言われている。例えば、かつてアジア

の国々の農村部では伝統的な出産介助人（Tradi・

tional　Birth　Attendance，　T　B　A）と言われるとり

あげばあさん・とりあげじいさんによって出産が行

われ、消毒不十分な竹製のナイフや鋏などで膀帯切

除がされていたため、母児は常に破傷風の危険にさ

らされていた。アジアの中でも比較的指標のよい途

上国では、無資格のTBAに対して研修を義務づけ

ることによって、安全な出産を行えるだけではなく、

破傷風の予防と減少にも効果をあげている。

　（3識字

　識宇率の向上は、男女を問わず重要な要素である。

多くの国の農村部では、子どもの数に比べて学校や

教師の数が少なく、午前と午後の2部制を導入して

いる国もある。子どもたちは何時問もかけて学校に

通う。それでも学校に行けるのは良いほうで、家内

労働や一家のために就学ができない子ども、就学し

ても中途退学を余儀なくされる子どもが多くいる。

特に、女性に対’する無理解（未就学、あるいは教育

の中断）は、国々の前進を阻害している。

　（4）雇用

　母子保健の課題でも触れたように、十分な食搬や

現金収入を得られるような雇用対策が重要である。

必要な食轍が得られればかなりの疾病から免れるし、

さらに現金化が可能な農産物が得られれば、子ども

の教育や医療費の支払いも可能である。バングラデ

世界の児磁と【罎性

イッシュでは「ショミティ」といわれる農民の相互

扶助組織をつくり、お互いにわずかなお金を出し合

い、それをメンバーに貸し付けあうという、日本で

いう無尽講に似た活動を行っている。彼女たちは．

鶏を購入して卵を売るとか、乎芸や裁縫のために中

古のミシンを購入するとか、自立の手立てを女性同

一i：が共同で考え、全員の合意が得られれば実行に移

される。この方式は、男性よりも返還率がよいこと

から世界銀行や白国の銀行でも低利での貸し付けを

始めているという。

　3．対策一プライマリ・ヘルス・ケア（PHC）一

　国際協力や当該途一ヒ国の保健・医療活動のキーワ

ー
ドは、次に述べるプライマリ・ヘルス・ケアである。

　「プライマリ・ヘルス・ケアとは、地域に住む個

入や家族があまねく受け人れられる基本的なヘルス・

ケアのことであり、それは住民の横極的参加とその

国でまかなえる費用で運用されるものである。プラ

イマリ・ヘルス・ケアは、それが核となって構成さ

れている国のヘルス・ケア・システム及び地域全般

の社会・経済開発などの一つの必須部分をなすもの

である。」

　これは、1978年にwHO・ユニセフなどの主催で、

現在のカザフ共和国（旧ソ連）において開催された

プライマリ・ヘルス・ケアに関する国際会議におい

て提唱されたアルマ・アタ宣言の一文である。

　途上国の専門家はもとより、海外援助に携わる人々

も、以下に述べるPHCの活動原則や、表1の基本

的な活動項日を学び、当該国の状況に応じた目標を

立てて活動を行っている（pHCの原則は、途上国

だけではなく日本にも当てはまるので、保健福祉活

動σ）見直しや見通しを立てる際の指針として活用し

てほしい）。

　〔D住民参加

　前述したショミティやインドネシアのPKK（家

庭㌔i祉運動）、タイのビレッジ・ヘルス・ボランティ

アなど、日本と類似した住民組織もある。住民参加

ユ1



は、単に行政サービスの浸透や専門家の補助として

活用するのではなく、計画の立案、実施、管理、評

価までの過程で、人々の参加を得ながら展開するこ

とが必要である。

　（2）ニーズ指向性

　高額な費用がかかる医療整備よりも、人々の身近

な場で入手可能な基本的な保健サービスを提供し、

また人々もまた自分たちで保健ニーズを発見できる

ような健康教育が必要である。インドネシアでは、

ポシアンドゥという総合保健サービス拠点があり、

家族計画、母子保健、栄養、予防接種、下痢対策な

どのサービスの提供が得られる。ここでは、保健所

職貝とPKKのメンバーによって支えられ、村民の

社交場のような雰囲気のなかで、村民同士の情報交換

や具体的な保健ニーズを表明する場にもなっている。

　（3］±M域資源の有効活用

　前述したTBAの教育が端的な例である。　TBA

でなくとも教師、宗教的な指導者（タイでは、末期

エイズ患者のホスピスを僧侶が行っている）、その他

の有力者（地主などのオピニオンリーダー〉などの

活用である。人的資源以外にも、農産物、上地、建

物、河川、森林などさまざま資源がある。例えば、

表1．PHCの基本活動項目

1．健康教育

2．水供給と生活環境

3．栄養改善

4．母子保健

5．家族計画

6．予防接種

7．感染症対策

8．簡単な病気の手当てと基本医薬品

9．女’性の福祉

10．障害者対策

11．精神保健

12．老人保健

13．歯科保健

14．　中：豫と環境汚染

12

共同農地や河川で現金化できる作物栽培や養殖を行

うとか、余った作物を共同倉庫に保存して収穫の少

ない家庭に貸し出したり現金化する方法（タイ〉な

どである。資源の有効活用は、大規模でなくてよい。

そこにある資源をいかに活用するかを人々に動機づ

けすることが大切である。

　（4）各分野との協調と統合

　すでに述べたように途上国が抱えるさまざまな問

題は、保健分野だけでなく教育、福祉、労働、産業・

経済などの他分野と密接不可分な関係にある。車が

通れる道路があれば、収穫物を市場に運搬できるだ

けではなく、基本的な保健サービスが受けやすくな

る。また、同じ分野であっても人口対策や感染症対策、

母子保健対策がバラバラであってはならない。

　（5）適正技術

　コンt°　＝一タ付きの医療機器よりも、その国で入

手可能で、活用できるマンパワーがいることが必要

である。例えば、立派なポスターやパンフレットを

作っても入々が字を読めなければただの紙である。

　おわりに

　問題を中心に述べたのでネガティブなイメージを

与えたかもしれない。しかし、かつてのn本も同じ

ように途上国だったことを忘れてはならない。途上

国の人々は、日本で問題になっている家族の絆を大

切にし、たくましく、したたかに生きている。工業

化イコール幸福という図式を描いてきた戦後の日本

は、発展過程で失ったものを途上国の人々から思い

起こさなければならない。畜と貧困という上下関係

や妥協関係でかかわるのではなく、途上国と同じ地

平にたって相互に創造的関係を切り開レ・ていかなけ

ればならない。そこに国、民族を超えた“分かち合う”

ことの意昧があるからである。
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世界各国の十代の
妊娠、出産、避妊、中絶

特 集．

　　　　　　　　　　　　　　　　さた　むち　くに　お
㈹日糠族計画屹クリ・・ク腋北村邦夫

福祉と保健・医療の違携をめざして

　十代の性

　十代になると性的描写の多い情報にさらされる機

会が増えるとともに、性的な関心が急激にn胃まって

くる。同僚や先端などのセックス経験を身近に感じ

とリ、自分ばかりが取り残されているかのような不

安を募らせ、安易な性行動に走ることも少なくないn

いわゆるピア・プレッシャーだn性行動が活発化す

る一方、親や教師は、相変わらず「寝た子を起こす

な」とばかり、性教育や避妊指導には消極的で、避

妊さえ知らないままのセックス．当然の結果として

の望まない妊娠、AIDSを含めた性感染症（ST

D）への罹患。なかでも、卜代の妊娠・出産につい

ては、若き男女が教育や雇用の機会を奪われ、母子

の健康が脅かされ、将来に社会的、精神的な禍根を

残すことになる。

　このような・卜代の実態を、「世界の若者、1994年」

では次のように述べているc，

①世界中には、15歳～】9歳の若者は約5億人いる。

②世界中には、かなりの数の十代の若者力“、早い時

　期から性的に活発な行鋤」をとっており、しかも、

　婚前にセックスの行われる割合が増力11している。

③性的に活発な十代の多くが、避妊を実行していな

　い。結婚している若者同・Lでさえも、避妊の実行

　率は低く、特に発展途．L国では、15歳から19歳の

　既婚女性の約17％に過ぎない。

④1，500万人の十代の女性が毎年出産し、その数は、

　世界の全1ユh産数の5分の1にもヒっている。

⑤発展途．ヒ国では、少なく見積もって100万人、おお

　むね440万人程度の十代の女性が、毎年中絶をして

　いる。これらの中絶の多くが危険な状況下で非合

　法的に行われている。

⑥毎年、＋代の20人に1人がSTDに罹患している．

⑦HIV感染者の約半数が25歳以下の若者の問で起

　こっている。AII）Sがill：界的に問題になって以

　来、少なくとも600万人の若者がHIVに感染して

　いる。

　十代妊娠、国際比較

　厚生省心身障害研究の一環として、1994年度と1995

年度の2年間にわたって、筆者を研究班長とする「1’

代の望まない妊娠防止対策に関する研究班』が組織

された。調査は、国際家族計画連盟（IPPF）の

支部167ヵ園を対象に実施され、90ヵ国から回答を得

た（回収率53．9％）。これほどに火規模な調査は、世

界的にも稀少であり、内外から注口されている。こ

こではその結果の一部を紹介したい。

　1．初交年齢

　世界各国の若者が、結婚よりもずっと以前に初め

てのセックスを体験している。子どもを持つことで、

女性の社会的評価が高まる社会では、結婚前に妊娠

することが当たり前になっておリ、それが妊娠で．き

13



る女性であることの証明にもなる。先進国において

は、セックスすることがいい男女関係を築くうえに

重要であるという考え方が根強く、結婚時点で処女

であることはもはや例外となっている。初交年齢な

どを正確に把握することは極めて困難であるが、フ

ランスやアメリカでは、20歳から24歳の女性の70％

が、20歳までに婚前性交を経験していると回答して

いる（表1）。

　2．妊娠・出産

　大半の国で、日本ほどに信頼のおける人口動態統

計が整備されていないために、十代妊娠統計を求め

ることは至難であった。回答を寄せてくれた国々の

中では、全出生数のうち十代の割合をみると、ジャ

マイカの25％が最も高く、バーバドス21．2％、パナ

マ、グアテマラ、セントルシア、ポーランドがそれ

ぞれ20．0％eロシアでは1985年9，1％、1990年13．9％、

1993年17，7％と急増している。低率国はオランダ1．5

％、日本・ノルウェー1．6％、香港1．9％、デンマー

ク2．5％、マレーシア2．8％、オーストリア3．0％、ド

イツ3．1％であった。

　アフリカ、ラテン・アメリカとカリビアン地域の

表1．20歳までに婚前性交をした20～24歳女性の割合

カメルーン
　　　　㈹40

ナイジェリア 27

ケニア
60

グアテマラ 15

メキシコ 11

コロンピア 「畠　22ト

アメリカ ’　．68　　　‘

7ランス
’

　　　72

日本

　
　
　
　
　
：
4
0
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国々では、十代の出生率が極めて高いが、これは早

婚が合法化され、若年出産が奨励されている結果で

ある。また義務教育に関する法律が存在せず、女生

徒が妊娠した場合、ほとんどの学校が退学処分を行

うため、彼女らにとって学校教育を終了する機会は

極めて難しくなっている。

　一方、アメリカなどでは、結婚前に出産する例が

20％を超えておD、先進国でも、十代妊娠が増加傾

向にある。その理由としては、婚前性交に対する社

会規制が緩和されたこと、親から子への管理機能が

低下していること、性的描写の多いメディア情報が

溢れ、さらにピア・プレッシャーが影響を及ぼして

いるものと考えられる。このような十代妊娠という

深刻な事態が各国で起こっているにもかかわらず、

親や教師による避妊教育をはじめとした性教育の立

ち後れだけが目立っている。

　3．避妊

　未婚の十代の避妊法へのアクセスが法律によって

規制されている国は少なかったが、子宮内避妊具（I

UD）、ノルプラント、注射法など医療従事者のかか

わりが必要な避妊法には年齢制限を設けている国が

見られた。コンドームは医師の処方を必要とせず、

すべての国において入手可能であり、経口避妊薬（ピ

ル）はおおよそ半数において入手可能であった。ま

た医師の処方によってのみピルが入手できる国にあ

っては、服用前検査を必要とすることが一般的であ

った。

　若者たちの中で最も広く用いられている避妊法は

コンドームとピル、次いで殺精子剤や膣外射精。性

交後避妊法が若者の間で使われている国は、わずか

ユ2ヵ国で、この世代における緊急避妊法に対する惜

報不足を物語っている。女性用コンドームは大半の

国でまだ普及していないだけでなく、若者には入気



図1．世界の十代に使われている避妊法

ノルプラント
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　本調査に協力した大半の国では、避妊に関する情

報提供が学校における性教育の中で行われていなか

った。71の家族計画協会は、学校における避妊教育

には、ある種の反発、特に宗教的な兇地からの反対

意見があると報告している、，一方、多くの家族計画

協会が、性教育を必須科目として正式なカリキュラ

ムに組み込むこと、厳格な守秘義務、適切なカウン

セリングとともにあらゆる避妊法が容易に入乎でき

る、若い世代に理解のあるクリニックを充実させる

ことなどが緊急を要する課題であると報告している。

　また、思春期の避妊に関しては、国際家族計画連

盟の医学委貝会が以下の声明を出している。

　経口避妊薬は効果が高く、刷作用が少ないために、

思春期にとって適切な選択である。低川ll1ピルが使

用されている場合、この年齢層に対する効果と禁忌

は、高年齢の女性の場合と同様である。思春期の女

子にピルを使用することには、理論f］勺な憂慮がある

ものの、科学的には立証されていない。特に頻繁に

性交をしていない場合、思春期の女子は高年齢の女

世界の児飛と母性

性に比べて経日避妊薬・ピルをきちんと服用するの

が困難であると思われるため、カウンセリングの中

で一貝した適切な服用の必要性を強調する必要があ

る。また、ピルは骨盤内感染症に対’する保護効果の

可能性があることも、考慮すべきである。

　4．人工妊娠中絶

　女性にかかわる問題で、古今東西最も議論されて

いるテーマは、やはり中絶に関することではないだ

ろうか。ごく最近、アメリカやフランスでも、プロ・

ライ7（生命尊重・中絶反対派）の活動が活発にな

ってきてお1）　hアメリカでは過激分子が中絶手術を

する医師を狙い、撃ち殺す事イξ1・が何件か起きている。

ローマ法王の意見を代表とするバチカンの代表団や、

イスラム原理主義勢力が、1994年にカイロで開かれ

た国連主催の国際人口・開発会議で大論争しひんし

ゅくを買ったニュースは、まだわれわれの記憶に新

しい。

　1995年の世界統計によれば、全妊娠のおよそ28％

が中絶に至っている。アメリカでは、中絶した女性

の67％が未婚者で、26％は．i一代で起こっていると報

告している。セックスに際して避妊しなかった、で

きなかった、したくなかったなどのために起こった

意図しない妊娠の最後の緊急避難の惜置が中絶であ

ることは、どの国でも変わらない、、なかでも、十代

の女性にとっては、未婚状態で妊娠することは、彼

らの人生を破壊することにもなりかねない。女性が

どの国に住んでいるかにもよるが、学校からは退学

を強要され、社会からも追放されることもあり、結

果として母子ともに大きなリスクを負い、妊娠・出

産に伴う合併症を引き受けることも稀ではない。

　本調査によれば、22ヵ国は絶対に中絶を認めない

としているが、他の国々では、ある条件つきで中絶

が合法的に行われている。「体では、母体保護法の
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成立により、中絶の許容条件は、経済条項と母体の

健康が著しく損なわれる可能性がある場合、暴行さ

れ妊娠した場合、さらに22週未満の妊娠に限られて

いるが、オーストラリアでは原則15週まで、ただし

母体の生命を守るため、精神的社会的健康が損なわ

れる可能性がある場合、胎児奇形が認められる場合

には、中期中絶も容認している，，オーストリアでは

正2週までで、ユ4歳以下では親の同意が必要。パング

ラディッシュは十代の若者の中絶は違法。デンマー

クは12週までだが、杜会的、杜会医学的、社会経済

的理由や性的虐待、近親姦、レイプ、．優生学的な理

由があれば中期中絶を容認。イギリスでは2人の医

師の同意が必要とされ、女性と胎児の身体的、精神

的健康が脅かされる危険性がある場合には24週まで

可。ただし生命を脅かしかねない、母体と胎児の重

大な身体的、精神的問題がある場合には、妊娠時期

の制限なく中絶ができる。フランスは妊娠10週ある

いは12週以内の無月経という期間の制限があるが、

中絶までの問は医師のカウンセリングを受けるなど

1週間の待機が求められている。

図2．15～19歳の女子人ロ千対の妊娠率

］uo

s〔｝

tici”

　このように、中絶を許容する条件は国によって異

なり、多くの国で規制される傾向が強い。特に十代

の未婚女性にとっては、中絶を選択することが困難

な状況になっているし、親の同意が必要である国も

少なくない。

　5．十代妊娠の防止、地球規模的取り組み

　世界保健機関（WHO）は1994年の10月3nに、

「思春期は人生の最もリスキーな時期である」とい

う新聞報道を行った。その中で、思春期の健康が危

機的状況にあることについて、「思春期の子どもたち

は家族や職場にあっては常に低い地位にあり、教育、

トレー＝ング、雇用の機会が決定的に少ないことを

挙げている。女子の場合にはさらに悲惨である。子

どもとしても大人としても扱われなかったり、彼ら

が危機的状況から脱して、自身の健康を向上するた

めに必要な専門家の指導やサービス、彼らが同世代

の異性や、年上から個人として受けるに足る尊敬を

否定されることもある。それが悪循環となって、一卜

代妊娠をめぐる諸問題をつくっている」と指摘して

いる。

　　　さらに、WHO、ユニセフ、国連人口基金、

　　その他の国連諸機関と協力している政府の各組

　　織や非政府組織（NGO）は、以下の方法で思

　　春期の性と生殖に関する健康を推進すぺきであ

　　るとしている。

　　①無防備な性行動、望まない若年妊娠・出産、
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　‘1・絶、STDなどを防止するために、若者が

　特に必要としている情報やガイダンス、ヘル

　ス・サービスなどの提供を国策として決定す

　ること。

②ヘルスケアの計画、評価、実行に際して、若

　者の問題をも十分に踏まえた行動計画を立案

　すること。

｜

ー



t

③教育、訓練、公共への情報提供を通して、思春期

　のリプロダクティプ・ヘルスを向上させるための

　方法、物資、財政的基盤を整備すること。

④若者の身体的、杜会的発達や行動パターン、若者

　のリプロ・ヘルスに大きな影響を及ぼす人々の態

　度や振る舞いに対する理解を深めるための調査研

　究を推進すること。

⑤若者の健康に大きな影響を及ぼす諸問題について

　丁Eしい理解をもたらすための科学番組の制作と放

　映。

　おわりに

　各国の経験や事例を豊富に得ることは、わが国に

おける十代妊娠を考えるうえで参考になるだけでな

く大きな刺激となる。猛スピードで変わっていく日

本の杜会、また情報のスピードという面からは【：｜に

日に狭くなっていく地球では、情報の交換は不可欠

である。

　結論を急げば、十代の望まない妊娠や中絶を防止

するには、やはリ教育こそ最大の道であろう。将来

を危恨する親たちは、どうしても子どもの欲望や好

奇心に目を背け、親子の関係を壊そうとする異性や

大人からの誘惑を敵視し、子どもを脅し、叱りっけ

るが、結果的には子どもたちからの反発を買うこと

になる。このような考えからすれば、性教育はまさ

にその親子関係や親の権限を崩す最たるものである。

だが、現代の杜会ではコミュニティーの存在が薄れ

るなか、一一人ひとりが自由を求め、自分の行動に責

任をもって生きていくしかないe精神的にも強く、

独立心に富んでいないと、今の社会では通用Lない

し、真のデモクラシーの実現は図れない。そのよう

な杜会に生きる若者たちは、自分たちで物事を正確

に判断できる知識が必要となってくる。特にセクシ

ーxアリティのように個人差のある問題は、誰が代わ

IIJ：－na）児蹴とtu哲二

りに答えられるだろうか。また、自分の感情がはっ

きり分析できないと、間違ったアクションを取るこ

とにもなりかねない。知識があればコントロールも

きくし、楽しむこともできる。

　従来の性教育は、あまりにも内容が乏しかったた

めに、多くの人々に受け入れられてきたとは言えな

い。大局的にみて、性教育は単に生物学的、または

医学的な問題ではない。それは人間が一生成長しな

がら学ぶものであり、思春期に教わったから良いと

いうものでもない。性教育の前に、他人とどうつき

合うか、愛する者にどう意思を伝えるか、過分に自

分を卑下したり、または倣慢にならないようにはど

うするか、相乎への思いやりや愛が本当に意味する

ものは何か等、大人でも学ぷべき課題が山積してい

る。大人だって、子どもから性について十分学ぶこ

とができる。このように、いわゆる性教育の原点は、

人間教育であって、これをいかに正確な情報と絡め

て、わかりやすく、またおもしろく調理するかとい

うのが、われわれ指導する側にとっての最大の挑戦

である。このように情報網が発達している今日、世

界各国の例から学ぷことによって、わが国も大きく

この分野で変貌を遂げなければいけない時期だと考

える。
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未熟児
にみる連携

の早期介入（ea・1・・・・…vention・

　　　　　　　　　　　　いぬ　かい　かず　ひさ

酬浜縞院糀児科綴犬飼和久

特
福祉と保健・医療の連携をめざして

　はじめに

　近年の周生期医療の進歩により1000g未満の超低

川生体藪児の｛k存率は著しく向．．ヒし、80％を超える

ようになりました。また多数の未熟児の長期追跡調

査の報告もなされるようになってきました，、小学校

人学前の検査で、知能指数が正常で明らかな異常（脳

性マヒ、高度の視力障轡や聴力障害）のない児のiT［

にも、視覚認知障害や運動機能の而でさまざまな問

題を抱えている児の存在が明らかとなってきました。

このように極低出∫k体重児（1500g未満児）では、

発達．ヒのさまざまな問題のほかに親の子どもへの愛

惜形成に問題を生じやすいので、新たな形での子や

親への援助の必要性がでてきました。すでに米国で

は未熟児に対しての援助として早期介入を行い、そ

の有効性を示す報告がでてきています。

　ここでは早期介人について解説するとともに、私

たちの施設での経験を報告することにします。

　早期介入（early　interventiOn｝の概念

　小児の早期介入とは、“生物学的に、あるいは社会

的に不利な条件をもつ子どもに対’して、比較的早い

時期からの援助を行うことによって、より望ましい

発達を目指す試み”で才）りますu発達神経学の領域

では、“生物学的危険因子（未熟児出生や頭藩内川lllL

など）や環境的危険因子をもち将来発達障害の危険

性のある児（ハイリスク児）に対し、その障害を予

防したり最小にするために児や家族に働きかけるシ
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ステムのプログラム”とされています。

　早期介人の特徴をあげると、特定の機能の改轡や

発達を目指す狭義の“治療”というよりも、全体的

な発達を目指すという方向性が強調されています。

また、このプログラムで諸問題の解決を汁るという

よりも、児の発達のための基礎づくりという而が強

く、さらに専門家による援助とともに、比較的年齢

の近い子ども同士の遊びの経験、および似た境遇に

あり、共感しやすい親同士のかかわ1〕の経験を重視

しています。また親が他の子どもを見ることを通し

て、自分の子どもの行動特徴（個性）や発1翻犬況に

ついての理解を深め、その後の子育て．ヒの不安が少

しでも軽減されることが期待されています。小さな

未熟児の親は、未熟児を産んだことへの罪悪感や、

発育・発達への不安をもちやすく、さらにこれらに

よっていわゆる過保護の子育てになることが少なく

ありません。したがって早期介入は広い意昧におい

て“了・育て支援”のひとつでもありますt，

　早期介入の始まるまで

　聖隷浜松病院新生児未熟児センターには静岡県西

部地域出生の1500g未満の極低IM三体、遺児の85％近

くが入院し、退院後のフォローアップもほぼ100％で’

きています。明らかな障害をもつ児は小児神経外米

とリハピU外来で治療的あるいは教育的プVグラム

が実践されているのに対して、明らかな障害をもた

ない児の母親がもつ子育てヒの心配事への対’応は限



られた外米時聞帯ではできず、なんらかの対応を迫

られていました。こうした状況のなかで数名の母親

が中心となり、図1に示す内容の趣旨で1989年よO

“ホッピング・クラブ「tの名称で親子の体操教室を

毎月3圃（土曜の午後）病院内の体育館を借用して

開いてきました。

　始めたころは小学校入学前であり、就学の問題が

目前に迫ってきたころでした。子育て上の心配事や

就学について親同士の話合いが体操教室終∫後に毎

回行われてきました。この話合いのなかで母親自身

の経験からもっと早い年齢からこうした集まりに参

加することが良いとの意見がだされ、1993年からは

1500g未満の極低出生休重児を中心に1歳半～2歳

のクラスを開いてきました。現在ではヒヨコ組（2

歳前後～4歳）、幼児クラス（幼稚園児）、小学生ク

　　　　　図1．ホッピング・クラブの趣旨

よ～いドン

聖隷浜松病院新生児未熟児センター（NICU）出身者による

体操教室　ホッピングクラプ会報誌　Ne．1

　　　　　　　　　　　　　　平成2年4月28n発行

ホッピンククラブって何！

　私迷ホッピングクラブは、NICU（未熟児センター）出
身の子供達が集まって元気一・杯、体を動かす場です。

　ホ・vビングクラフが誕生したのは、今からちょうど1SF前

…… それまでは、個人的にお母さん遠が電話で悩みをうち明

けあったり、それぞttの幼稚閲や小学校の情報を交換しあっ
ていました。

　とにかく1000グラム以’ドで麗4三してしまった子供虚を外の

雑菌から守り，元気に育てる氷に無我夢叩で、必要以上に神

経質に大事に大事に育ててきた乳幼児期、その時期の後半に

かかった頃から悩みは、食の細さや体東身畏の増減以上に、

子供達の動作の不器用さによる悩みへと移行していきました。

　そうした中で、“ただ一・人だけで悩むより、皆で集まって子

供達の体を動かす時問ができたらバいろんな遊びや勅きの中

で、少しでも子供迷がいい汗をかけたらどんなに良いだろデ

という声が集まってきました。

　幸い聖隷病院には、りっぱな体育館もあります。

　この会を作るにあたっては数々の苦難もありましたが、聖

隷病院の関係皆様方の御尽力により、やっと昨年発足するこ

とができました。

　現在、会員は幼児、幼稚側児から小学校3fr生までの約15

名とその父tlPで構成されています。

　開催概要は以下のとおりです。（注・この他に規約有リ）

　開催賄旧　毎月第2・3・4上曜日
　　　　　　（希望者は他のニヒ曜｜．iも使月1可能）

　朋催時間　午後3時から4時のll1寺U”
　開催場所　聖隷病院体育館

　会　　費　毎月2000「tl（1家族｝保険料含む

世界の児康と肚性

ラス（低学年、高学年の2クラス）へと参加者は50

名を越えています。また親の会もつくられて、選出

された数名の親（会長は父親）と保．母と幼児体操教

室のインストラクターの経験があり、1500g未満の

ふたこを子育て中の母でもある先生を中心にしてホ

ッピング・クラブは運営され、現在に至っています。

　平成6年度厚生省心身障害研究、慈恵会医大・小

児科教授前川喜平を分担研究者とする“ハイリスク

児の総合的ケアシステムに関する研究”の研究班は、

研究の一一環として”極低出生体重児の早期介入とそ

の効果”をテーマに、久留米大学医学部小児科と聖

マリア病院新生児センターによるTeeny　Angel、自

治医科大学小児科の巣立ちの会、東京女子医科大学

母子総合医療センターのスクスク体操教室、El赤医

療センターのきらきら星の会、埼玉県立小児医療セ

ンターのすくすく外来、松戸市立病院新生児科の親

子の会、および聖隷浜松病院のホッピング・クラブ

の計7施設が独自の研究体制で早期介入の方法と成

果についての検討を開始しました。

　以下にわれわれの経験を述べます。

　対象

　ホッピング・クラブにおける早期介人対象児は当

院新生児未熟児センターを退院し、明らかな神経学

的異常を認めない1500g未満児で、ホッピング・ク

ラブへの参加希望者を介入群に、参加希望の意向は

あるものの諸般の事情で参加できない者や参加希望

のない者を非介人群に振り分けました。表｜に対象

の特性を示します。

　方法は月3回水曜日午前10時30分から約1時間、

病院内の体育館でホ・ソピング・クラブの先生の指導

のもと．母子が一緒になって、感覚運動的な動作・行

動を意図的に取リ人れた遊びを行います。しかし、

すべての1［suUが先生の指ボによって動くのではなく、

介入群の児がF1由に動き回れる時間も与・えられてい

ます。動く能力、物を手で操作し支配する能力等へ
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の発達的援助を考え、歩く、走る、ジャンプする等

の移動運動や指示によりしゃがむ、あぐらに座る等

バランスを保持する能力等を伸ばし、発達の全体的・

統合的な促進を計ることを意図したものであります。

例えば、歩く運動の場合では最初は・母と子が手をつ

ないでゆっくり歩き、次第に速度を速めるとか、そ

の後子ども一人で歩く、さらには歩き方にも変化を

もたせ、笛を合図に止まったり、足早に歩くといっ

た内容であります。なおすでにホッピング・クラブ

表1－1．対象の特性

症例 体重　週数　性SFD　　　　　　主な診断名 入院期間

介
　
　
入
　
群

1
2
3
4
5
6
7

5899　　25週　女　　　　　ウィルソンーミキテ”彪候群、慢性肺障：1｝F

716　　27　　女　　（⊃　　ウィルソンーミキティ祉〔候群、慢性肺隙害

730　　27　女　○　　メコニウムディジーズ、慢性肺障害

972　25　男　　　Wet－lung、慢性肺陳害
1018　　27　女　　　先天性肺炎、メコニウムディジーズ

1135　33　男　O　Wet－b1）g
I204　　34　男　O　メコニウムディジーズ、尿道ド裂

16811

112

145

167

96

63

72

非

介
入
群

1
2
3
4
5
6
7

7509　28週男　○　呼吸窮迫症候群、慢性肺障’II5

922　30　女　O　Wet－1Ung
988　26　’女　　　We目ung
988　26　男　　呼吸窮迫症候群、慢性ll‘li障書
1128　　　30　　女　　○　　無呼II及発作

U94　29　女　　　呼吸窮迫症候ltE慢性肺障害

1296　28　男　　　Wet－1ung

140日
86

82

162

85

73

72

表1－2．対象例各々7例の特性のまとめ

で購入してある平均台、マット、跳び箱、三輪車、

トランポリン、大きさの異なる3種類のポール等が

常時使用可能であり、運動に合わせて適切な遊具が

与えられ、また自由時間には子どもたちは各自の好

みの遊具で遊びに興じることができます。

　介入の評価については、介人前と介入1年後に、

児に対しては発達検査（新版K式と津守稲毛式）で、

母親に対しては心理状態の変化をアンケートによっ

て前後2回実施して判断しました。

　　（SFD：不1勺軽祇児）

　　　　　　　　　　　結果

　　　　　　　　　　　表2に示すように、介入開

　　　　　　　　　　始前の発達検査において介入

　　　　　　　　　　群の発達指数は非介入群より

　　　　　　　　　　有意に低値をしめしていたが、

　　　　　　　　　　1年後も依然低値を示すもの

　　　　　　　　　　の有意の差はなくなっていま

　　　　　　　　　　す（介入2年後の効果に関し

　　　　　　　　　　てデータ整理llり。発達の様相

表2－2．早期介入の1年後の効果のまとめ

出生体重（9） 在胎期間（週） 介入捌始年飾月勘 新版K式 津守式

介入群 908±217 28．3±3．4 22．6±3．1 介人前 介入後 介入前 介入後

非介入群 1040±165 28．2士3．4 21．2土2．9 介人群 86，9±13、9 81．3±14．2 89．4±12．o 105．0士16．8

有意差なし 有息差なし イ∫意差なし 非介入群 98．6±4．4 92．3±8．7 108．0±12．0 112．0±6．7

表2－1．早期介入の1年後の効果
く0．05 有意差なし ＜0．01 有意差なし

発遠検査法 新版K式発達検査 乳幼児梢利1発遠診断法（津守式）

検査実施時期 平成5．9～1 平成6．11～12 平成5．9～10 平成6．11～12

症例 体重　　週数 暦年齢　　髄徽 暦年齢　　発達徽 暦年齢　発達搬 暦年齢　　発達撒 参加率

介
　
入
　
群

1
2
3
4
5
6
7

5899　25週
716　　27
730　　27
972　　25

1018　　27
U35　　33
12胴　　　34

2歳3ヵ月　　79
1　6　　　　1］3

1　8　　　　100

1　11　　　　74

1　8　　　　71
2　2　　　　88
2　0　　　　83

3歳5ヵ月　　66
2　8　　　　｜07

2　8　　　　97
3　0　　　　　72

2　8　　　　70
3　⑪　　　　83
3　｛1　　　　74

2歳3ヵ月　　81
1　6　　　　100

1　8　　　　109

1　10　　　　82

1　7　　　　71
2　2　　　　96
2　0　　　　87

3歳4ヵ月　100
2　8　　　　88
2　7　　　　109
3　⑪　　　　103

2　8　　　　117

3　0　　　　136
2　11　　　　82

50．0％

35．3

97．0

70．5

67．6

85．2

76．4

非

介
入
群

1
2
3
4
5
6
7

75｛19　28週

922　　30
988　　26
988　　26
1128　　30

1194　　29
1296　　28

1歳6ヵ月　100
2　0　　　　90
2　0　　　　100

1　4　　　　100

1　9　　　　95
1　11　　　　100

1　11　　　105

2歳7ヵ月　　93

2　9　　　103
3　4　　　　105

2　6　　　　81
2　11　　　　94
3　　1　　　　82

3　⑪　　　　88

1歳6ヵ月　　113

1　11　　　102
2　1　　　　133
1　4　　　　100

1　9　　　　10G

l　10　　　　95

1　11　　　113

2歳7ヵ月　1］4
2　8　　　　125
3　4　　　　111

2　5　　　　106

2　10　　　116
3　0　　　　104

3　0　　　　108

0％
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をみますと、表には示しませんでしたが、運動、言

語、社会の領域での伸びが顕著でありました。

　次に母親の心理状態の変化については、表3に示

すように精神・身体上の心配事を減少させるととも

に、母親の育児に対する自信を増し、父親の子ども

とのかかわりの積極さを増すなどの効果があること

が示されています。また自由記載の内容をいくつか

表4にあげておきました。

　考察

　早期介入の有効性については、長期にわたる効果

には疑問の余地があるとする報告もあり、また指標

として発達指数だけで評価することにも問題があり

ます。われわれの今回の経験からも介入群の発達指

数の変化から運動、言語、社・会の領域での仲びがみ

表3．早期介入による親の心理状態の変化

早期介入群
項日

開始時 1年後
非介入群

1．心配なこと

　a．からだのことで心配なことがある

　b．梢神面で心配なことがある

54．2％

37．5

36．4％

18．2

41．7％

25．（［

2．私（母親）は育児への窟信をもっ

　ている
45．9 72．8 50．0

3．父親は子どもの相乎をすること

　に積極的である
58．4 72．8 51｝．（1

4．私（母親）の育児を父親は安心し

　てみていると思う
87．5 100．0 83．3

5．父親に子どもをまかせられる 91．7 90．7 83．3

6．子どものことは自分にしか分か

　らない
58．3 63．6 8．3

7．困ったり、心配なときに相談できる人

　a、医師

　b，保健所・保健センター・児童相蹟所など

50．⑪

12．5

63．4

27．3

25．0

8．3

表4．介入群の母親へのアンケート結果

　1）同じ未熟児を持つお慨さん達と育て方や悩みについて

　　話せる場ができた

　2）子供と2人きりで家にいるよりも、ここに米ると気が

　　晴れる
　3）過保獲にしていたが、多少危ない事でも子供のやる事

　　を遣くから見守れるようになった
　4）他の子供から刺激を受けてよく動くようになった

　5）広い場所で、のびのび遊べる事が出Xて喜んでいる

』堺の兄康と母性

られていますが、こうした変化は自然発達の経過の

一而である可能性も否定できません。したがって早

期介入の効果をいかに判定するかは今後に残された

重要な課題であります。

　極低出生体重児をもつ母親の多くは、普通に生ま

れた子どもと遊ばせる際、年齢を聞かれ休格や発達

が他の子どもに比較して見劣りするため外へ連れ出

すのを嫌がったり、過保護・過干渉の傾向が強いよ

うに思われます。したがって児はさまざまな経験と

学習する機会を一卜分に与えられていない可能性があ

ります。早期介人はこうした環境のもとにいる母児

にともに遊ぷことの楽しさを体得してもらい、児に

は他の子どもたちと接することで社会性を経験する

場を提供することにもなります。さらに同じ境遇に

ある1］蹴同士が心の悩みをうちあけ話し合える友や

場を提供する役割もあります。早期介入が少なくと

も母児が楽しく遊びながらいろいろな経験を積み、

兇の杜会性を促し、幼稚園や学校生活で一般の子ど

もたちとの生活がスムーズにいくような掛け橋とな

ることを願っています。

　現在各自治体ではさまざまな形で育児相談や遊び

を主休とした教室が開催されています。しかし未熟

児のみを対象とした自治体主催の教室は厚生省の研

究班の成果をうけ、久留米市が行っているに過ぎま

せん。しかし平成8年度からは石川県においても“大

きくなあれ未熟児総合ケア”の事業のなかで早期介

入を取り入れることになっています。今後各地の保

健所を中心に未熟児を対象とした早期介入（子育て

支援）が開始され、かつ一層充実したものになるこ

とを期待します。

注1この胴在研究は、聖隷浜松蛸院小児科：和r野親彦、鬼頭秀↑『、同臨床心

理科：斉鷹さっき、鈴木nyl’f・、名城大学教職甜程部：神谷ff司　とともに拠

施したものであるtt
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孚L］尼P完における

福祉・医療の連携
　　　　　　　　　　　　　　　　よこ　　い　　しげ　　お

聴都測子イ酬完乳児輔科医長横井茂夫

特
福祉と保健・医療の連携をめざして

　1．はじめに

　児童福祉法は昭和22年に制定され、本年50年を迎

えた。社会と経済の変化に伴い、ここ20年の問に女

性の社会進出と晩婚化が一気に進み、子育ての支援

休制が整備されないままに出生数は半減し、出生率

は史上岐低の状態が続いている。一方、21世紀に訪

れる超高齢化社会を前にして、11本の活性化のため

に、規制緩和と地方分権が検討され、保健・医療・

福祉における連携が一層充実するよう求められてい

る。今回の特集では、福祉施設としての乳児院の杜

会変化に伴う現況を述べ、次に、乳児院に入所して

いる子どもと家族の医療とのかかわりについて事例

をあげて説明し、さらに、乳児院側からみた医療と

福祉の連携上の問題点と課題について述べる。

　2．乳児院の現況

　全国に乳児院は116施設あり、各都道府県に1施設

を設硫することが義務づけられ、経営が社会福祉法

人である施設が80％をIliめ、入所児数が20～5⑪人規

模の施設が主である。乳児院単独の施設は32施設（28

％）で、養護施設、保育所などを併設する複合施設

が多い。在籍している子どもの年齢は、1歳未満が

35％、1歳～2歳未満が38％、2歳以上が27％であ

る。

　乳児院への入所理山（表1．参照）で多いのは、

母親が未婚である・母親が知的障害を含めた精神障

害である・両親が離婚し別居した・母親が次の子ど

もを川産する・母親が家川をしたなどである。乳児

院への入所理由の推移をみると、家庭崩壊などの杜

会的要囚と、母親の病気あるいは次子出産などの医

学的要因に分けて分類される。社会的要［邸ま減少傾

向にある。杜会の離婚数の増加・ぷ婚の母親の増加

にもかかわらず、孤児・棄児は杜会の安定とともに

著減し、全休としては減少している。未婚の母親の

約30％が18歳未満の若年川産である。一・方、医学的

　　　　　表1．

　　　　　　（人）

　　　父母不明（遺棄）

　　　父Pl家出（蒸発｝

　　　　　　父家出
　　　　　　呪家出
　　　　　養育拒否
　　　　　離婚別1’｝
　　　　　　」｛｝未婚

　　　　　婚外出r斯

　　　　　　受刑
　　　　　　虐待
　　　　　父1り怠惰
　父母就労〔借金・貧　↓1｝

　　父・母・仙i親の死亡

　　’X’　十Uグ）出張・研修

　　　　　冠婚葬祭
　　　　　　その他
　　　父「りともに疾加

　　　　　父の疾病
Tllの精神障1］刻精｝●含む｝

　　　　　母のがん
　　　　　f｝Lの結核
　tl）の産婦人科系疾患
　　　1｝J’の内科系疾患

　　　tl）の外科系疾患

　　母のその他の疾患
　　次の子どもの出産
　　家族の疾病の付添
　　子どもド1身の障害

乳児院入所児の入所理由

〔［　　　50　　　10（［　　150　　200　　　250　　300　　35U
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要囚は相対的に増加傾向にある。医学的理由で、近

年増加しているのが、次子出産と母親の精神病・神

経症などの心の病気の増加である。入所理由として

次子出産と母親の病気の増加は、何らかのアクシデ

ントや事象が生じたとき、親族や近隣が子どもを預

かることができなくなったためである。このことは、

核家族化が進行し定着した都市111～で顕著である。親

戚や近隣など、周囲から適切な援助が得られない家

庭が、二次的な家庭崩壊を招く危険性をもつ事例が

増加してきている。母親の病気のなかで激減したの

が結核で、青壮年の結核は戦前の国民病であったが、

医学の進歩と結核予防法等の保健福刊；の発展により、

老人を除けば、ほぼ駆逐されている。

　出生数は減少し、社会は発展し、福祉は充尖して

きても、養育拒否や別居離婚などの広義の意味で子

どもへの」苫待と思われる、家族機能の米熟性を伴う

事例は明らかに増加している。ただし、マスコミで

言われるほどには、直接的な虐待の例は著しい増加

とは言いがたい。これは、兇童虐待は密室性が高く、

虐待が児童相談所の措置ヨ型由となりにくいためとも

思われる。

　乳児院の入所児数は昭和47年をピークとして年々

減少してきたが、昭和56年頃より一定の数を保持し

ている。その当時、保育環境が劣・悪なベピーホテル

が社会問題となり、その結米、乳児院へ短期入所す

る乳幼児は増加し、人所児総数は平衡状態となったD

このように、乳児院人所児はその総数の比較よりも、

措甜理由が社会情捌こよって、変遷しているものと

考えられる，、

　短期入所児の約8割が次子出産とiU親の病気であ

る。近年、乳児院の在院期間が1ヵ月未満の短期入

所児は年々増加し、全入所児の4分の1を占める。

これに在院期間の3ヵ月未満の事例を合わせると、

全休の4割強となる。次に、乳児院退所理巾の変遷

1［1／veの児飛と6朗；

をみると、親元や親戚に引き取られる形の家庭復帰

率は年々増加の傾向がみられ、約65％を占めている。

養護施設をはじめとした他施設への措置変更は、20

％強である。子どもたちの10％弱が里親委託や養子

縁組となる。

　福祉施設には、知的障害児が入所する精神薄弱児

施設、脳性麻輝などの運動機能障害児が入所する肢

体不自由児施設、知的障害に運動機能障害が重複す

る重度の障害児が入所する重症心身障害児施設があ

る。これらの施設の多くはt入所［k＋fに年齢制限が設

けられていたり、入所を希望しても満床のことが多

いため、家庭での養育が困難な障害乳幼児は2～3

歳になるまで、乳児院で生活することになる。また、

出産予定nより早く出産した場合、乳児期に成長が

遅れがちである。とくに、出生時体重が1500g以下

の極小未熟児や10009以下の超未熟児では、数ヵ月

程度発達が遅れることもまれではない。超未熟児で

は、呼吸機能も未熟なので健康な子どもなら感ピ1で’

終わるものでも、気管支炎や肺炎になり、入院する

場合もある、、近年、乳児院に措讃される子どものなか

に病虚弱児や障害児の占める割合は増加傾向にある，，

　3．医療との連携・具体例

　都立母子保健院で最近1年聞に経験した医療・福

祉との連携について、具体的な事例を紹介する。

　〈事例1：0．S．母流産次子出産〉

・ 措置年齢　2歳0ヵ月

・ 退」折イ1三齢　 2歳7ヵ月

・ 退所先　家庭復帰

・家族の社会的状況

　　地域の緊急一次保育は、父親が三交代勤務のた

　め利用できない。父親が連統休務の場合は外泊し

　て、家庭での養育とする。

・ 家族の疾病
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　　母親妊娠するが、妊娠4ヵ月から切迫流産のた

め、絶対安静が必要になる。妊娠中毒症も合併し、

出産まで入院治療を行う。妊娠36週、帝三E切開で

2600gの女児を無事出産する。

・ 障害病名　1喘息性気管支炎

・子どもの社会的状況

　　母親の入院と本人の入所による母子分離が、次

子出産後への影響を少なくする目的で、・母子保健

院の乳児院に本人を措置し、・母親は母子保健院の

産科に入院する。母親の体調が安定した期間は、

　日中母が面会する。

　〈事例2：K．N．他県の乳児院から入所〉

・ 措罷年齢　2歳0ヵ月

・退所年齢　2歳11ヵ月

・ 退所先　他県肢体不自由児施設

・ 家族の杜会的状況

　近親相姦にて出生、家庭崩壊し、養育拒否。祖

父が養育者であるが、而会なし。

・ 家族の疾病　なし

・ 障害病名

　脳性麻痺、精神遅滞、先天性白内障、神経因性

膀胱。在胎36週、2300gで出生。他県の子ども病

院に入院し、先天性白内障を認め、眼科で手術す

　る。発熱を繰り返し、神経因性膀胱の診断を受け

　る。

・ 子どもの社会的状況

　子ども病院から地元の乳児院に措置される。神

経因性膀胱による慢性反復尿路感染症による発熱

が、月に2～3回あり、さらに、白内障の乎術後

管理のため、毎週病院への受診と何度も入院が必

要となる。このため、他県乳児院での保育が困難

　となり、病院に併設された乳児院としての母子保

健院に措置変更となる。

・ 1畢子保健院での経過
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　　白内障について：当院の未熟児病棟に出張して

　くる子ども病院眼科医に受診し、その後、定期的

に通院する。特殊な眼鏡により、視力の改善を認

める。

　　　　　　　　　　　　　　ホ　脳性麻輝について：理学療法士に、スタッフが

指導を受ける。入所時は腹這いでの移動が、退所

時には伝い歩きが少し可能となる。

（＊愁ぽ当院へ地酬祉センタHより蹴）

　神経因性膀胱・尿路感染症について：当院の小

　児科に出張してくる大学病院の小児腎臓病専門医

の指導で、一　El　4回の導尿・食事指導・抗生物質

の少量投与にて、尿路感染症で発熱することはな

　いe

　3歳になり、他県の肢体不自由児施設に転院する。

　〈事例3：K．H．ダウン症候群〉

・ 措置年齢　0ヵ月

・ 家族と子どもの社会的状況

　父32歳、・母32歳の第一子。身休所見より生後3

　日目に、染色体検査を行い、ダウン症候群と診断

する。出生した病院の小児科医より説明を受ける

が、両親ともに養育を拒否する。児童相談所に相

談し、病院から自宅に帰るのは危険と判断し、直

接、母子保健院に入所する。

・ 家族の淡病　なし

・ 障害病名　ダウン症候群

・ 母子保健院での経過

　画親の面会を強要せず、ケースワーカーが子ど

　もの状態を報告する。両親の養育拒否の態度にも

軟化がみられ、クリスマス会に参加し、年末には

数日間の外泊をする。

　発達遅滞について：理学療法士に指導を受ける。

　〈事例4：N．K．超未熟児〉

・ 措置年齢　 1歳8ヵ月



・ 退所年齢　2歳8ヵ月

・退所先　家庭復帰

・ 家族の杜会的状況

　妊娠25週で陣痛出現し、両親の住む島からヘリ

コプターで母体搬送し、母子保健院で出産する。

出生体重780gの超未熟児で、休の未熟性による

気管支肺異形成症のため、呼吸機能が不良である。

このため、．長期聞の人院となるが、両親は熱心で

島からi面会に通う。

・家族の疾病　なし

・障害病名　気管支肺異形成症、発達遅滞

・ 子どもの杜会的状況

　未熟児病棟入院中に、気管支肺異形成症に伴う、

気管支炎・1呼1吸不全を繰り返す。気管支炎のとき

には酸素投与・吸引が必要で、退院は困難であっ

た。島での医療に不安があり、主治医、ケースワ

ー カー一・、両親と相談し、而親の東京への転居と、

発達に対する刺激が得られる乳児院措置を決める。

・ 母子保健院での経過

　気管支肺異形成症について：乳児院入所中に、

気管支肺炎・呼吸困難となり、ユ年間で計5圓小

　児科病棟に入院する。

　　　　　　　　　　　　　　　の
　発達遅滞について：理学療法．ヒに指導を受ける。

入所時の寝返り移動が、退所時に這い這い移動で、

一部伝い歩きが可能となる。

　家族が東京に転居し、生活が安定したころより、

自宅への外泊を行う。ケースワーカーより、乳児

院退所後の地域療育施設を紹介し、受診する。現

在、肢体不自山児施設に通所し、独歩が可能とな

　る。

　このほかにも、1年間で、医療機関から入所した

被虐待児症候群のケース、保健所の乳幼児健診で発

見された発達障害児で母親の精神疾患があり養育困

世界の児窺と母性

難となり地域の療育センターから紹介されたケース、

大学病院から紹介された母親に知的障害がある外傷

性硬膜下血腫のケースなどもある。また、当院の乳

児院では、地域の子育て支援として、乳幼児健康支

援デイサーピス事業・病児デイケア事業も行い、保

育園の乳幼児が1年閲で200人余り利用している。

　4．今後の問題点・課題

　乳児院に入所している子どもの医療面での問題点

としては、次のようなものがある。

◆わが国の医療制度では、基準看護という名の完全

看滋体制を採用しているので、入院中の付き添いは

原則的には認められない。しかし、小児科領域では、

子どもを入院させた親の心情と、看弛而で成人以．ヒ

の人手を要する点から、入院中の子どもに親が付き

添う例が多い。乳児院の子どもが入院する場令、職

貝の付き添いや頻回の而会が必要であるが、実際に

はできていない点が問題である。

◆障害児や病児で気管支喘息の吸入・投薬、てんか

ん児の抗てんかん薬の内服などは行われている。し

かし、脳性麻輝児の理学療法・作業療法や言葉の遅

れた児の言語療法などの必要な専門的療育が行えて

いない点が課題である。

　5．おわりに

　乳児院に入所する子どもたちから考えると、これ

からの乳児院は次の三つの機能の充実が必要である。

第一は短期入所児に多い、脆弱化した家庭機能を補

完し、地域における家庭・育児を支援していく役割、

第二は障轡児や病虚弱児に対する医療機関と連携し

た療育施設としての役割、第三は養護施設等への措

置変更までにおける養護施設としての役翻がある。

どの役割にも地域の医療機関・福祉施設・保健方‘設

との・一層の連携が必要である。
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